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関係各国は、本提案を慎重に評価し、自国の企業法および配当規則との関連を理解する必要があります。

英国のアカウンティング・コンサルティング・サービスのパートナーであるAnne Simpsonは、「企業が取得前と取得後の配当を区別す
る必要がない国もあった」とし、「したがって、IAS第27号に準拠して子会社への投資原価を決定するのは困難である」と述べています。

当公開草案に関するコメント募集期限は2007年4月27日です。

お問合せ： あらた監査法人（広報）

〒108-0014
東京都港区芝浦4丁目2-8
住友不動産三田ツインビル東館13階
電話:03-6858-0179（直通）
メールアドレス:aaratapr@jp.pwc.com

あらた監査法人は、世界 149 ヶ国 771 の都市に 14 万人以上のスタッフを擁するプライスウォーターハウスクーパース(PwC)のメンバーファーム
です。PwC のメンバーファームとして、会計及び監査において PwC の手法に完全に準拠した国際的なベストプラクティスを採用し、PwC のグロ
ーバル·ネットワークで培われた経験、専門知識、リソースを最大限に活用し、日本において国内企業および国際企業に対して、国際水準の高品
質の監査を提供していきます。
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